
 

2018年１0月１日 

事 業 主 各 位                                         （一社）茂原労働基準協会 

会 長  村田 雅紀 

「職長(監督者)教育」「安全衛生責任者教育」のご案内 

労働安全衛生法第６０条では、「新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者は職長教育を 

受けなければならない」 また、労働安全衛生法第１６条では、「建築業等における関係請負人は、安全衛生責任者を 

選任しなければならない」としております。 

 当協会では、労働安全衛生規則第４０条・基発第 179号に添った教育を同時開催いたしますので、是非この機会に 

受講下さるようお願いいたします。                                                               

                                             記 

１．日時・場所・定員       

日  付 時  間 内  容 場 所 定  員 

１１/２０(火).２１(水) ９:００～１７:００(１６:００) 職長(監督者)教育 茂原市役所・市民室 ３０名 

１２/５(水).６(木) 〃 〃 〃 〃 

(注)職長(監督者)教育は２回開催いたします。 

１２/６(木) １６:１０～１８:１０ 安全衛生責任者教育 〃 若干名 

   (注) 安全衛生責任者教育のみの受講は不可。 

 

２．教育内容   別紙のとおり    ＊安全衛生責任者教育は職長(監督者)教育に２時間を加えて実施 

 

３．受  講  料  

内  容 受  講  料 内  訳 

職長(監督者)教育 １１,６６４円 
講習料 10,800 円(消費税 800 円含む) 

＋テキスト代 864 円(消費税 64円含む) 

職長(監督者)・安全衛生責任者教育 １５,５５２円 
講習料 14,040 円(消費税 1,040円含む)＋テキスト代 864 円 

(消費税 64 円含む)+ テキスト代 648 円(消費税 48 円含む) 

 

４．申込方法 

 (1)別紙申込書及び受講票に必要事項をご記入のうえ、当協会までＦＡＸ(0475-36-2121)又は郵送等にて 

お申し込み願います。 

 (2) 受講料の支払い方法 ＊締切日までにお支払願います。 

 「千葉銀行茂原支店 普通預金口座 １３２７６４５ 一般社団法人 茂原労働基準協会 会長 村田 雅紀」 

(3) 受講当日欠席の場合、受講料の返却は致しませんのでご了承ください。 

 

５．締  切  日  １１月９日（金） 

 

６．申込み・問合せ先    〒297-0026茂原市茂原６４４-１  

（一社）茂原労働基準協会  

ＴＥＬ＆ＦＡＸ0475-36-2121 

                  

以上 



 

【ご参考】 

労働安全衛生法 第６０条 

事業者は､その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは､新たに職務につくこととなった職 

長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く｡)に対し､次の事項について､ 

労働省令で定めるところにより､安全又は衛生のための教育を行なわなければならない｡ 

１ 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること｡ 

２ 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること｡ 

３ 前２号に掲げるもののほか､労働災害を防止するため必要な事項で､労働省令で定めるもの｡ 

 

労働安全衛生規則 第４０条 （職長等の教育） 

① 法第６０条第３号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする｡ 

１ 法第２８条の２第１項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 

２ 異常時等における措置に関すること｡ 

３ その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること｡ 

②     法第６０条の安全又は衛生のための教育は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げ 

る時間以上行わなければならないものとする｡ 

 事        項 
職長等教育 

（時間） 

安全衛生責任者 

教育（時間） 

作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 

１ 作業手順の定め方 

２ 労働者の適正な配置の方法 

  

２時間 

  

  

２時間 

  

労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 

１ 指導及び教育の方法 

 ２ 作業中における監督及び指示の方法 

  

２.５時間 

  

  

２.５時間 

  

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関

すること 

 １ 危険性又は有害性等の調査の方法 

 ２ 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 

 ３ 設備、作業等の具体的な改善の方法 

  

４時間 

  

  

４時間 

  

異常時等における措置に関すること 

 １ 異常時における措置 

 ２ 災害発生時における措置 

  

１.５時間 

  

  

１.５時間 

  

その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 

 １ 作業に係る設備及び作業場の保守管理の方法 

 ２ 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を

引き出す方法 

  

２時間 

  

  

２時間 

  

安全衛生責任者の職務等 

 １ 安全衛生責任者の役割 

 ２ 安全衛生責任者の心構え 

 ３ 労働安全衛生関係法令等の関係条項 

－ 

  

１時間 

  

総括安全衛生管理の進め方 

 １ 安全施工サイクル 

 ２ 安全工程打合せの進め方 

－ 

  

１時間 

  

 


